
大阪府・大阪市副首都推進局後援名義の使用に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、国及び地方公共団体、企業、大学、団体（以下「団体等」という。）

が主催する講演会、記念式典等（以下「行事」という。）について、行事の主催者から、

大阪府・大阪市副首都推進局（以下「副首都推進局」という。）所管の事務事業に関連す

るものとして、大阪府・大阪市の後援の名義の使用（以下「名義使用」という。）に関し

申請があった場合の必要な取扱いを定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における後援の定義は、副首都推進局が行事の趣旨に賛同し、その開催に

おいて名義使用を認めることをもって支援することをいう。 

 

（使用承認名義） 

第３条 後援の名義は、「大阪府」及び「大阪市」とする。 

 

（承認の基準） 

第４条 副首都推進局長は、行事が次の各号に掲げる要件を満たす場合に、後援の名義使用

を承認することができる。 

⑴ 主催者の存在及び基礎が明確で責任者との連絡が容易にとれる状況にあり、かつ、事

業執行能力が十分であると判断できる団体等であって、次のいずれにも該当しないこ

と。 

ア 政治的又は宗教的な普及・宣伝活動を行うことを目的とする団体等 

イ 大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号）に規定する暴力団、暴力団

員又は暴力団密接関係者が構成員に含まれる団体等 

⑵ 行事の内容が、次のいずれにも該当するものであること 

  ア 副首都・大阪の実現に資する取組み又は公立大学法人大阪が主催若しくは共催若

しくはこれらに準ずる関与を行う事業で公立大学法人大阪に係る中期目標の達成

に寄与する取組み 

  イ 公序良俗に反しないもの、その他社会的に非難を受けるおそれがないもの 

  ウ 営利を目的とせず、かつ、特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないもの 

  エ 宗教性又は政治性を有していないもの 

  オ 原則として大阪府民、大阪市民が自由に参加できるもの。ただし、限られた会員の

みであっても、その行事の効果が一般に広く波及すると認められるものを含む。 

  カ 行事の開催にあたり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられて

いるものであること 

  キ 主催者が、入場料及び参加料等徴収する場合は、その目的及び金額が適正かつ明確

であること 

  ク その他後援名義使用の承認を行うことが不適当と認められないこと 



 

（申請手続） 

第５条 主催者は、後援の名義使用に係る行事の実施日の 30日前までに、次の各号に掲げ

る書類を副首都推進局長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、

この限りでない。 

⑴ 後援名義使用承認申請書（様式第１号） 

⑵ 主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類（定款・会則等） 

⑶ 団体等の役員に係る書類（役員名簿等） 

⑷ 行事の事業計画書及び収支予算書 

⑸ その他副首都推進局長が必要であると認める書類 

 

（承認手続） 

第６条 副首都推進局長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、主催者に対し、第４

条に定める要件に基づき審査を行い、適合する場合、名義使用を承認のうえ通知する。承

認しない場合は、不承認の理由を明記のうえ通知する。 

 

（承認条件） 

第７条 副首都推進局長は、前条に規定する名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付す

るものとする。 

⑴ 主催者は、後援の名義使用を当該行事以外に行わないこと 

⑵ 名義使用の期間は、承認した日から当該行事終了時までとすること 

⑶ 主催者は、名義使用に係る広報物を作成する場合は、事前に副首都推進局長に提出す

ること 

⑷ 主催者は、申請後に行事内容を変更する場合は、次条に定める変更届を速やかに提出

すること 

⑸ 行事にかかる経費は、主催者が全て負担すること 

⑹ 行事において発生した事故や損害等に関し、大阪府及び大阪市はその責めを負わな

いこと 

⑺ その他副首都推進局長が必要であると認めるもの 

 

（承認後の内容変更及び中止） 

第８条 申請者は、名義使用を承認した後、第５条各号に掲げる書類の内容に変更が生じた

場合は、速やかに、次の各号に掲げる書類を添えて、後援名義使用に関する行事内容変更

（中止）届（様式第２号）を提出しなければならない。 

⑴ 交付を受けた後援名義使用承認通知書の写し 

⑵ 変更内容に関する書類 

⑶ その他副首都推進局長が必要であると認める書類 

 

  



（承認の取消） 

第９条 副首都推進局長は、後援の名義使用の承認を行った行事又はその主催者が、次のい

ずれかに該当すると認められるときは、名義使用の承認を取り消すことができる。 

⑴ 第４条の承認要件のいずれかを満たさなくなったとき 

⑵ 申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき 

⑶ 名義使用の承認条件に違反したとき 

⑷ その他副首都推進局長が不適当であると認めるとき 

２ 前項の承認の取り消しにより主催者に損害が生じた場合は、大阪府及び大阪市はその

責めを負わない。 

 

（行事完了報告） 

第 10 条 申請者は、後援名義使用の承認を受けた行事完了後、次に掲げる書類を添えて、

後援名義使用承認行事完了報告書（様式第３号）を提出しなければならない。 

⑴ 行事の決算収支を明らかにする書類 

⑵ 行事の実施に際して配布したパンフレット、ポスター等 

⑶ 事業の開催状況が確認できるもの（写真等） 

⑷ その他副首都推進局長が必要であると認める書類 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


